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日本：大阪オフィスにおける案件実績及び今後の方針 

２０２３年１月 

One Asia Lawyers Group 

弁護士法人 One Asia 大阪オフィス 

１. 大阪オフィスにおける今後の方針（弁護士江副 哲） 

  大阪オフィスは 2020 年 4 月に代表の弁護士江副哲が開設いたしましたが、おかげさまで開設から 2

年半で所属弁護士が 5 名まで増え（江副哲、難波泰明、古田雄哉、渡邉貴士、川島明紘）、クライアン

ト様により充実したリーガルサービスを提供させていただく体制を構築することができました。今後よ

り一層クライアント様に満足していただけるように、大阪オフィス所属弁護士だけでなく、One Asia 

Lawyers のアジア・オセアニアの各オフィスや弁護士法人 One Asia の東京オフィス、福岡オフィス、

そして 2022 年 10 月に開設した京都オフィスとも連携を深めてより幅広い分野、エリアも含め対応を

させていただく方針であります。 

なお、京都オフィスにつきましては、弁護士渡邉貴士が代表に就き、大阪オフィスメンバーと連携し

ながら、主に京都・滋賀方面で活躍されている企業様に向けて案件の対応や、セミナー等の開催によっ

て企業様の関心の高いトピックスに関する法的知見等の情報を積極的に発信することによって手厚い

リーガルサービスを提供すべく、各オフィスと協働して対応させていただきます。 

 

２．２０２２年における大阪オフィス案件実績のご紹介 

以下では、大阪オフィス所属の各弁護士が対応した案件実績の概要を紹介いたします。 

紹介する案件は、弁護士江副哲が専門的に対応している建設案件、賃貸借や区分所有権に係る法的論

点が問題となる不動産案件、商標権に関する知財案件、行政法規違反の請負契約の有効性が法的論点と

なる運輸案件というように、大阪オフィスとして多岐にわたる分野の案件を取り扱っております。 

各案件の詳細につきましては別途、各弁護士のニュースレターの方で解説しておりますので、そちら

をご参照いただければと思います。 

 

 ⑴ RC 造建物の外壁タイルの浮きが建物の基本的安全性を損なう瑕疵であることを理由とする施工者

に対する不法行為責任に基づく損害賠償請求の可否（弁護士江副 哲） 

  【概要】 

築約 14 年の 6 階建て建物（RC 造）の外壁タイルのうち少なくとも 20％の浮きが生じていた事象

について、建物の建築工事の発注者かつ所有者（建築・不動産関連企業）が施工者に対して広範囲に

おいてタイルが浮いているという現象が建物の基本的安全性を損なう瑕疵に該当し、それが施工者の

過失を原因として生じているとして、タイルの補修ないし張替えに要した費用等について不法行為責

任に基づく損害賠償を請求した事案に係る調停手続において、裁判所選任の専門家調停委員（一級建

築士）を介して当事者間で協議を進めた結果、生じているタイルの浮きは施工者の過失による建物の

基本的安全性を損なう瑕疵であるという前提で、補修内容について一部グレードアップと評価される

ものが含まれていることも考慮して、約 6000 万円の請求に対して施工者が 2500 万円を支払う内容

での和解により解決した（発注者・所有者代理人として調停対応）。 

別稿「外壁タイルの浮きに対する施工者の不法行為責任」では、築 10 年以上が経過した建物の外

壁タイルの浮き等について裁判所ではどのように判断される傾向にあるのか、当事者としてどのよう

な主張立証活動をするべきかについて、最高裁判例を踏まえて解説する。 
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 ⑵ 登録商標「ヒルドイド」と「ヒルドプレミアム」の類似性及び出所の混同が否定された事例 ―審

決取消請求事件・知財高裁令和 3 年 10 月 6 日判決（弁護士難波 泰明） 

  【概要】 

   医薬部外品に対して用いられている登録商標「ヒルドプレミアム」について、医療用医薬品に対し

て用いられている登録商標「ヒルドイド」との類似性（商標法 4 条 1 項 11 号該当性）及び出所の混

同を生ずるおそれの有無（同項 15 号）の該当性が争われた事案において、そのいずれもが否定され

た事案（請求棄却・確定）。本件は、原告が、その主力商品である「ヒルドイド」につき、「ヒルドマ

イルド」及び「ヒルドソフト」に対して商標登録無効審判請求、「ヒルマイルド」について販売差止め

の仮処分を請求するなど、訴訟が乱立していた一連の事件の一つであり、唯一「ヒルドマイルド」に

ついてのみ商標の類似性を認めていた。 

 

 ⑶ 居住用不動産の賃貸借契約における中途解約時の違約金請求の可否（弁護士古田 雄哉） 

  【概要】 

   居住用不動産の賃貸借契約において、賃貸借契約書に「2 年以内に途中解約をする場合は、賃貸

人の承諾が必要であり、賃借人はその承諾を得ようとするときは 3 カ月前までに賃貸人に申し入れ

をし、賃貸人は賃借人が違約金を支払うことと引き換えに承諾をすることができる。違約金の額

は、残存期間の賃料の範囲内で賃貸人が決定する」旨の定めがされていたことを根拠に、契約後約

半年で賃貸借契約を解約した賃借人に対し、賃貸人が残存期間すべての賃料を支払わないと解約を

認めないとして残存期間の賃料の請求を求めた事案で、裁判所が、本賃貸借契約書における賃借人

の中途解約を制限する条項が有効であることを前提に、2 か月分の賃料相当額を超える請求は権利の

濫用であるとして賃貸人の請求を一部棄却した。 

 

 ⑷ 特定整備につき無認証である自動車整備工場でなされた請負契約の有効性（弁護士渡邉 貴士） 

  【概要】 

   無認証事業者による車検の不正受検などが社会的に問題視されるなか、クラシックカーのキャブ

レターやブレーキまわりの修理を委託した事業者が、修理後に無認証だと発覚したため、その整備

費用の返還を求めた事案において、「顧客に対し認証工場であるかのような説明をした場合」、「整備

後に実際に不具合を生じている場合」には整備に係る請負契約は無効であると、裁判所が行政法規

違反の私法上の効力について、具体的に判断した。 

 

 ⑸ 訴訟上の和解により定めたマンションの規約共用部分の収去義務の間接強制の可否（弁護士川島 

明紘） 

   債務者が区分所有建物（以下、「本件マンション」といいます。）の管理組合法人（以下、「債権

者」といいます。）との間で、本件マンションの規約共用部分を収去する旨の訴訟上の和解をしたも

のの、当該収去に当たっては区分所有者全員の承諾が必要であるとして、当該承諾を得ていないこ

とを理由として収去義務の履行に応じなかったところ、債権者が収去義務の間接強制を申し立てた

事案（債務者代理人。申立て却下、執行抗告却下、執行抗告却下決定に対する執行抗告棄却）。 

 

以上 
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◆One Asia Lawyers 弁護士法人 One Asia 大阪オフィス◆ 

「One Asia Lawyers」は、日本および ASEAN 各国の法律に関するアドバイスを、シームレスに、一つ

のワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で最初の ASEAN 法務特化型

の法律事務所です。弁護士法人 One Asia の大阪オフィスは、西日本の各地域に本拠を置く企業の国内外

を問わない経済活動に関係するビジネス法務分野を取り扱うことを目的に設立されました。すなわち、同

オフィスは、One Asia Lawyers が取り扱う国際業務分野の一層の強化の一環として、各アジアオフィス

と連携し、クロスボーダーの案件を取り扱うことはもちろん、東京オフィスとも連携し、国内外のあらゆ

るビジネス法務分野における「ワンストップ・サービス」を提供しております。この記事に関するお問い

合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal までお願いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メ

ンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解

であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条

文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず

各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 

 

 

＜著者＞ 

 

江副 哲 

弁護士法人 One Asia 大阪オフィス 代表パートナー弁護士 

インフラ輸出リーガルプラクティスチームリーダー 

 

大学から大学院まで土木工学を専攻し修了後、ゼネコンに入社し土木技術者と

して 土木工事の施工管理や設計に従事した実績を踏まえ在職中に技術士（建

設部門）の資格を取得する。その後、法科大学院で一から法律を学び、卒業

後、司法試験に合格、大阪弁護士会に弁護士登録、建築紛争専門の法律事務所

に入所し大阪事務所の所長として、ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、建設

コンサルタント、一級建築士事務所等の企業側の代理人として数々の建設紛争

案件に携わり、顧問先企業からの日常の法律相談にも対応してきた。One Asia 

Lawyers のインフラ輸出リーガルプラクティスチームのリーダーとして、各種イ

ンフラ関連企業に対して、法的側面・技術的側面の両面からリーガルサポート

を提供している。 

satoru.ezoe@oneasia.legal 

https://oneasia.legal/
mailto:info@oneasia.legal
mailto:satoru.ezoe@oneasia.legal
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難波 泰明 

弁護士法人 One Asia 大阪オフィス パートナー弁護士 

国内の中小企業から上場企業まで幅広い業種の企業の、人事労務、紛争解決、知

的財産、倒産処理案件などの企業法務全般を取り扱う。個人の顧客に対しては、

労働紛争、交通事故、離婚、相続等の一般民事事件から、インターネット投稿の

発信者情報開示、裁判員裁判を含む刑事事件まで幅広く対応。その他、建築瑕疵、

追加請負代金請求などの建築紛争、マンション管理に関する理事会、区分所有者

からの相談や紛争案件も対応。行政関係では、大阪市債権管理回収アドバイザー

を務めるなど、自治体からの債権管理回収に関する個別の相談、研修を担当。包

括外部監査人補助者も複数年にわたり務め、活用賞を受賞するなど、自治体実務、

監査業務にも精通している。 

yasuaki.nanba@oneasia.legal 

 

古田雄哉 

One Asia Lawyers 大阪オフィスパートナー弁護士 

弁護士登録後，兵庫県の法律事務所に入所。2018 年からは同法律事務所の支店

長を務め，多数の交通事故，労災事故等に関するリーガルサービスを提供してき

た。また社会保険労務士としての資格も有し，中小企業の労務管理に関するリー

ガルサポートサポートを中心に，企業側代理人としての交渉，裁判まで幅広く対

応している。2020 年に One Asia Lawyers 大阪オフィスにパートナー弁護士とし

て入所し，現在は交通事故，労災事故に係る訴訟案件だけではなく企業法務全般

にも対応しており，主に労務案件の紛争予防や係争案件に関するリーガルサービ

スを提供している。 

yuya.furuta@oneasia.legal 

 

渡邉 貴士 

弁護士法人 One Asia 京都オフィス 代表パートナー弁護士 

弁護士登録後から、交通事故、交通事犯を始め交通案件に特に注力。ひい

ては人身傷害案件に強みをもち、交通事故以外でも、労災、スポーツ事

故、ペット事故等の案件において、被害者側・加害者側いずれにおいても

豊富な解決実績をもち、それら案件の年間取扱件数は１００件を超える。

損害保険会社や保険代理店からの依頼で社内研修講師を多数務めるな

ど、フットワーク軽く案件・内容を問わず幅広く対応している。 

現在では、注力する弁護士が少ない学習塾法務にも第一人者として取り

組んでいる。 

takashi.watanabe@oneasia.legal 

mailto:yasuaki.nanba@oneasia.legal
mailto:yuya.furuta@oneasia.legal
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川島 明紘 

弁護士法人 One Asia 大阪オフィス 

弁護士登録後、建築紛争専門の法律事務所に入所し、建築紛争や労使紛争（使用

者側）等の案件に携わり、顧問先企業から日常の法律相談にも対応してきた。今

後は One Asia Lawyers の大阪オフィスメンバーとして、他のオフィスメンバー

とも連携し、国内外問わず、企業法務を中心とした幅広い案件に対応できるよう

取り組んでいく。 

akihiro.kawashima@oneasia.legal 

 

mailto:akihiro.kawashima@oneasia.legal

